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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線ＣＴ装置からのＸ線が照射されるファントムであって、
　軸方向に貫通する所定数の貫通孔を備え、
　軸方向両側の端面のうちの少なくともいずれか一方の端面に、前記貫通孔のうちの線量
測定器が挿入される貫通孔と前記Ｘ線が照射される外周面との間に、隣接する他のファン
トムと嵌合する凸状または凹状の嵌合部が前記線量測定器が挿入される貫通孔の廻りの全
周にわたって形成される
　ことを特徴とするファントム。
【請求項２】
　Ｘ線ＣＴ装置からのＸ線が照射されるファントムであって、
　軸方向に貫通する所定数の貫通孔を備え、
　軸方向両側の端面のうちの少なくともいずれか一方の端面に、前記貫通孔のうちの線量
測定器が挿入される貫通孔と前記Ｘ線が照射される外周面との間に、隣接する他のファン
トムと嵌合するとともに前記Ｘ線の照射方向に対して斜めに傾斜するテーパ面を有する嵌
合部が前記線量測定器が挿入される貫通孔の廻りの全周にわたって形成される
　ことを特徴とするファントム。
【請求項３】
　Ｘ線ＣＴ装置からのＸ線が照射されるファントムであって、
　軸方向に貫通する所定数の貫通孔を備え、
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　軸方向両側の端面のうちの少なくともいずれか一方の端面に、前記貫通孔のうちの線量
測定器が挿入される貫通孔と前記Ｘ線が照射される外周面との間に、隣接する他のファン
トムと嵌合するとともに前記Ｘ線の照射方向に対して斜めに傾斜した第１の円錐面と該第
１の円錐面から折り返した形状の第２の円錐面とを有する嵌合部が前記線量測定器が挿入
される貫通孔の廻りの全周にわたって形成される
　ことを特徴とするファントム。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のうちの何れか一項に記載のファントムの複数個が互いに前記嵌
合部で連結され、前記線量測定器が前記貫通孔に挿入されている
　ことを特徴とするファントム集合体。
【請求項５】
　前記貫通孔により生じる空間部の一部あるいは全部に、当該部分を埋めるスティックが
挿入されている
　ことを特徴とする請求項４に記載のファントム集合体。
【請求項６】
　複数個の前記ファントムに跨って前記スティックが配置されている
　ことを特徴とする請求項５に記載のファントム集合体。
【請求項７】
　請求項１から請求項３のうちの何れか一項に記載のファントムであって、全体として円
柱体形状である第１ファントムと、
　Ｘ線ＣＴ装置からのＸ線が照射されるファントムであって、軸方向両側の端面のうちの
少なくともいずれか一方の端面に嵌合部が形成され、軸方向に貫通する所定数の貫通孔を
備え、全体として中心部を軸方向に貫通する中空部を有する円筒体形状の第２ファントム
とを備え、
　前記第２ファントムの複数個が互いに前記嵌合部で連結され、これらの各第２ファント
ムの各中空部により形成される軸方向に延びる円筒状の中空部に前記第１ファントムが挿
入され、前記第１ファントムの貫通孔に線量測定器が挿入されている
　ことを特徴とするファントム集合体。
【請求項８】
　前記貫通孔のうち前記線量測定器を挿入した部分以外の空間部分に、当該空間部分を埋
めるスティックが挿入されている
　ことを特徴とする請求項７に記載のファントム集合体。
【請求項９】
　複数個の前記ファントムに跨って前記スティックが配置されている
　ことを特徴とする請求項８に記載のファントム集合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線ＣＴの線量を評価するときに人体のダミーとして用いられるファントム
及びファントム集合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Ｘ線ＣＴの線量評価には、ＩＥＣ（International Electrotechnical Commissio
n）規格のファントムが用いられている（例えば、非特許文献１，２，３）。このファン
トムは、例えば腹部用と頭部用の２種類が用意されており、それぞれ直径が３２０ｍｍ、
１６０ｍｍ、長さが１５０ｍｍのアクリルからなる円柱体として形成されている。これら
の円柱体からなるファントムには、その軸心の位置と、外周面から径方向１０ｍｍの深さ
位置とに、軸心方向に伸びる直径１０ｍｍの空洞部を設け、この空洞部に線量測定器を挿
入することにより、Ｘ線の人体に対する被ばく評価を行っていた。
【非特許文献１】International Electrotechnical Commission,“Evaluation and routi
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ne testing inmedical imaging departments constancy tests-x-ray equipment for com
puted tomography,”pub.IEC，1223-2-6(1994)
【非特許文献２】T.B.Shope,R.M.Gagne,and G.C.Johnson,“A method for describing th
e doses delivered by transmission x-ray computed tomography,”Med.Phys.8,448-495
(1981)
【非特許文献３】W.Leitz,B.Axelsson,and G.Szendro,"Computed tomography dose asses
sment-A practical approach,”Radiat.Prot.Dosim.,57,377-380(1995)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、前記従来技術によるＸ線ＣＴの線量評価においては、コーンビームと呼ばれ
るＸ線のビーム幅が大きな円錐状のビームを、ファントムを用いて評価しようとすると、
円柱状のファントムをコーンビームの形状に合わせて軸方向に大きく形成せざるを得ない
。この場合、ファントムの重量、大きさが増大してしまい、ファントムの持ち運び、保管
等が不便になるため、結果的にビーム幅の狭いＸ線しかファントムで評価することができ
ないという問題がある。
【０００４】
　また、このようにＸ線をファントムに照射した場合、ファントム内でＸ線が散乱線とな
って、ランダムな方向に飛散するため、この散乱線を含めたＸ線の評価を行おうとすると
、さらにファントムの重量、大きさが増大してしまい、これによっても、ファントムの持
ち運び、保管等が不便になるという問題がある。
【０００５】
　そこで、このような不具合を解消するために、各ファントムの端面同士を突き合わせて
各ファントムを一列に並べることにより、ファントム全体の軸方向長さを大きく設定する
方法が考えられる。しかし、このように一列に並べただけでは、ファントム同士の固定が
不完全である上に、各ファントムの端面と端面との間の隙間から放射線がすり抜けて、正
確なＸ線の線量評価を行うことができないという問題がある。
【０００６】
　本発明は、前記課題に鑑み、ファントムの持ち運びを容易に行えると共に、Ｘ線のビー
ム形状に合わせてファントムの長さを自由に調整できるだけでなく、ファントム同士を強
固に連結でき、放射線がファントムをすり抜けることもなく、正確なＸ線ＣＴの線量評価
を行えるようにしたファントム及びファントム集合体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、前記課題を解決すべく構成されるものであり、請求項１に記載の発明は、Ｘ
線ＣＴ装置からのＸ線が照射されるファントムであって、軸方向に貫通する所定数の貫通
孔を備え、軸方向両側の端面のうちの少なくともいずれか一方の端面に、前記貫通孔のう
ちの線量測定器が挿入される貫通孔と前記Ｘ線が照射される外周面との間に、隣接する他
のファントムと嵌合する凸状または凹状の嵌合部が前記線量測定器が挿入される貫通孔の
廻りの全周にわたって形成されるファントムである。
【０００８】
　請求項１に記載のファントムによれば、ビーム形状に合わせてファントムを凸状または
凹状の嵌合部で複数個互いに連結したので、ファントムを軸方向に段階的に長く形成する
ことが可能となる。このため、コーンビームのようなビーム形状が大きなものに対しても
被ばく線量の測定を精度よく行うことができる。しかも、ファントム同士を凸状または凹
状の嵌合部で互いに連結したことにより、これらファントム同士を強固に連結できる。ま
た、このようにファントムを軸方向に大きくできるため、Ｘ線がファントムに照射された
ときにファントム内で生じる散乱線の影響も考慮して、Ｘ線による被ばく線量を精度よく
測定することができる。さらに、互いに連結した各ファントムの端面間において、貫通孔
のうちの線量測定器が挿入される貫通孔と前記Ｘ線が照射される外周面との間に、隣接す



(4) JP 4284411 B2 2009.6.24

10

20

30

40

50

る他のファントムと嵌合する凸状または凹状の嵌合部が線量測定器が挿入される貫通孔の
廻りの全周にわたって形成されるため、各ファントムの端面間をＸ線がすり抜けてしまう
事態を解消することができる。
【０００９】
　請求項２の発明は、Ｘ線ＣＴ装置からのＸ線が照射されるファントムであって、
　軸方向に貫通する所定数の貫通孔を備え、軸方向両側の端面のうちの少なくともいずれ
か一方の端面に、前記貫通孔のうちの線量測定器が挿入される貫通孔と前記Ｘ線が照射さ
れる外周面との間に、隣接する他のファントムと嵌合するとともに前記Ｘ線の照射方向に
対して斜めに傾斜するテーパ面を有する嵌合部が前記線量測定器が挿入される貫通孔の廻
りの全周にわたって形成されるファントムである。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、Ｘ線ＣＴ装置からのＸ線が照射されるファントムであって、
　軸方向に貫通する所定数の貫通孔を備え、軸方向両側の端面のうちの少なくともいずれ
か一方の端面に、前記貫通孔のうちの線量測定器が挿入される貫通孔と前記Ｘ線が照射さ
れる外周面との間に、隣接する他のファントムと嵌合するとともに前記Ｘ線の照射方向に
対して斜めに傾斜した第１の円錐面と該第１の円錐面から折り返した形状の第２の円錐面
とを有する嵌合部が前記線量測定器が挿入される貫通孔の廻りの全周にわたって形成され
るファントムである。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１から請求項３のうちの何れか一項に記載のファント
ムの複数個が互いに前記嵌合部で連結され、前記線量測定器が前記貫通孔に挿入されてい
ることを特徴とするファントム集合体である。
【００１４】
　請求項４に記載のファントム集合体によれば、複数個のファントムを互いに嵌合部で連
結することにより、ファントムの軸方向長さを段階的に調整することができる。これによ
り、コーンビームのようなビーム形状が大きなものに対しても線量測定器を用いて被ばく
線量の測定を一層精度よく行うことができる。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、貫通孔により生じる空間部の一部あるいは全部に、当該部分
を埋めるスティックが挿入されていることを特徴とする請求項４に記載のファントム集合
体。
【００１６】
　請求項５に記載のファントム集合体によれば、線量測定器を挿入していない空間部にス
ティックを挿入し、この部分をスティックで隙間なく埋めることにより、線量測定器を用
いて被ばく線量の測定をより一層精度よく行うことができる。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、複数個の前記ファントムに跨って前記スティックが配置され
ていることを特徴とする請求項５に記載のファントム集合体である。
【００１８】
　請求項６に記載のファントム集合体によれば、スティックを互いに隣り合う両方のファ
ントムの貫通孔に差し込むことにより、ファントム同士をより一層強固に連結することが
できる。
【００１９】
　請求項７に記載の発明は、請求項１から請求項３のうちの何れか一項に記載のファント
ムであって、全体として円柱体形状である第１ファントムと、Ｘ線ＣＴ装置からのＸ線が
照射されるファントムであって、軸方向両側の端面のうちの少なくともいずれか一方の端
面に嵌合部が形成され、軸方向に貫通する所定数の貫通孔を備え、全体として中心部を軸
方向に貫通する中空部を有する円筒体形状の第２ファントムとを備え、前記第２ファント
ムの複数個が互いに前記嵌合部で連結され、これらの各第２ファントムの各中空部により
形成される軸方向に延びる円筒状の中空部に前記第１ファントムが挿入され、前記第１フ
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ァントムの貫通孔に線量測定器が挿入されていることを特徴とするファントム集合体であ
る。
【００２０】
　請求項７に記載のファントム集合体によれば、円筒体形状をなす第２ファントムの中空
部に円柱体形状をなす第１ファントムを挿嵌し、この状態で複数個の第１、第２ファント
ム同士を互いに嵌合部で連結することにより、これらの第１、第２ファントムを例えば人
体の胴部にみたててＸ線を第１、第２ファントムに照射し、Ｘ線の被ばく線量を線量測定
器で測定することができる。このとき、円筒体形状の第２ファントムは、外径が同じ円柱
体形状のファントムに比べて軽いので、持ち運びが楽である。また、このとき、円柱体形
状の第１ファントムを人体の頭部にみたてれば、ファントムの種類を減らしてコストを下
げることができる。
【００２１】
　請求項８に記載の発明は、前記貫通孔のうち前記線量測定器を挿入した部分以外の空間
部分に、当該空間部分を埋めるスティックが挿入されていることを特徴とする請求項７に
記載のファントム集合体である。
【００２２】
　請求項８に記載のファントム集合体によれば、線量測定器を挿入していない空間部分に
スティックを挿入することにより、Ｘ線の被ばく線量を線量測定器でより正確に測定する
ことができる。
【００２３】
　請求項９に記載の発明は、複数個の前記ファントムに跨って前記スティックが配置され
ていることを特徴とする請求項８に記載のファントム集合体である。
【００２４】
　請求項９に記載のファントム集合体によれば、スティックを互いに隣り合う両方のファ
ントムの貫通孔に差し込むことにより、ファントム同士を強固に連結することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明により、嵌合部が形成されたファントムを複数個互いに連結したり、切り離した
りすることにより、ビーム形状が小さなものからコーンビームのようなビーム形状が大き
なものに対しても被ばく線量の測定を精度よく行うことができる。また、ファントムの運
搬時、保管時には、結合されたファントムを小さな個々のファントムにばらばらに分解す
ることにより、ファントムの運搬、保管を容易に行うことができる。
【００２６】
　しかも、ファントム同士を嵌合部で互いに連結したことにより、これらファントム同士
を強固に連結できる。また、このようにファントムを軸方向に大きくできるため、Ｘ線が
ファントムに照射されたときにファントム内で生じる散乱線の影響を考慮して、Ｘ線の被
ばく線量をより正確に測定することができる。さらに、互いに結合した各ファントムの端
面間の貫通孔のうちの線量測定器が挿入される貫通孔とＸ線が照射される外周面との間の
断面形状を例えば凸形状または凹形状、またはＸ線の照射方向に対して斜めに傾斜するテ
ーパ面の形状、またはＸ線の照射方向に対して斜めに傾斜した第１の円錐面と該第１の円
錐面から折り返した形状の第２の円錐面とを有する形状に線量測定器が挿入される貫通孔
の廻りの全周にわたって形成できるため、各ファントムの端面間をＸ線がすり抜けてしま
う事態を解消することができ、線量測定器でＸ線の被ばく線量をより一層精度よく測定す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の実施の形態に係るファントム及びファントム集合体について、図１ないし図１
１を参照して説明する。
【００２８】
　図１は、本実施の形態に係るＸ線ＣＴ装置及びファントム集合体であり、図２は図１中
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のファントム集合体を示す分解斜視図である。
【００２９】
　図１に示すように、患者が横たわるベッド３には、人体にみたてたアクリルからなるフ
ァントム集合体１を載置し、この状態でＸ線ＣＴ装置２からのＸ線をファントム集合体１
に照射することにより、人体へのＸ線の被ばく線量を測定している。
【００３０】
　そこで、本実施の形態に係るファントム集合体１について説明する。図２及び図３に示
すように、ファントム集合体１は、第１の円柱体ファントム１１、第２の円柱体ファント
ム１２，１２，１２（図２では１個のみ図示）及び第３の円柱体ファントム１３を有して
いる。さらに、図２及び図４に示すように、ファントム集合体１は、第１の円筒体ファン
トム２１、第２の円筒体ファントム２２，２２，２２（図２では１個のみ図示）及び第３
の円筒体ファントム２３も有している。さらに、ファントム集合体１は、図３、図４及び
図１１に示すように、円柱の棒状体からなる複数のスティック３１，３２（図１１ではそ
れぞれ１個のみ図示）及び線量測定器３３を有している。
【００３１】
円筒体ファントム２２，２３は人体測定のダミーとして用いるものであるが、例えば図２
に示す円筒体ファントム２３の外径を１６０ｍｍに製作し頭部の測定に、図２に示す円筒
体ファントム２２は外径を３２０ｍｍに製作しその中空部に円筒体ファントム２３を挿入
して腹部用の測定に用いることで、全体としての制作費を安く抑えることができる。貫通
孔２２Ｅ，２３Ｄは線量測定器３３を挿入するために設けられ、挿入された線量測定器３
３は、Ｘ線ＣＴ装置２から照射され各ファントム１１，１２，１３，２１，２２，２３を
通過する間にその通過距離に応じて減衰されて到達する、Ｘ線の強度を測定する。各ステ
ィック３１，３２は、各ファントム１１，１２，１３，２１，２２，２３に設けられた貫
通孔１１Ｄ，１１Ｅ，１２Ｅ，１２Ｆ，１３Ｄ，１３Ｅ，２１Ｄ，２２Ｅ，２３Ｄの空間
部を埋めることで線量評価をより正確にするものである。
【００３２】
　ここで、第１の円柱体ファントム１１は、図２及び図５に示すように、軸方向両側に軸
方向に対し垂直な端面１１Ａ，１１Ｂを有している。そして、円柱体ファントム１１の軸
方向一側の端面１１Ａは、円形の平坦面として形成されている。これに対し、円柱体ファ
ントム１１の軸方向他側の端面１１Ｂには嵌合部である断面凹形状をなす（有底の円形穴
として形成された）嵌合凹部１１Ｃが凹設されている。また、円柱体ファントム１１には
、軸方向に延びて両方の端面１１Ａ，１１Ｂに開口する貫通孔１１Ｄが周方向に等間隔を
おいて４つ形成されている。また、円柱体ファントム１１には、その中央位置に軸方向に
沿って他の貫通孔１１Ｅが形成され、この貫通孔１１Ｅの両端は、端面１１Ａ及び嵌合凹
部１１Ｃに開口している。なお、図５に示すように、この円柱体ファントム１１は、外径
が寸法ａをもって形成されると共に、軸方向長さは寸法ｃをもって形成されている。また
、嵌合凹部１１Ｃの深さは寸法ｄであり、嵌合凹部１１Ｃの穴径は寸法ｅである。
【００３３】
　第２の円柱体ファントム１２は、図２及び図６に示すように、軸方向両側に軸方向に対
し垂直な端面１２Ａ，１２Ｂを有している。そして、円柱体ファントム１２の軸方向一側
の端面１２Ａには、嵌合部である断面凸形状をなす（円柱状の突部として形成された）嵌
合凸部１２Ｃが突設されている。これに対し、円柱体ファントム１２の軸方向他側の端面
１２Ｂには他の嵌合部としての断面凹形状をなす（有底の円形穴として形成された）嵌合
凹部１２Ｄが凹設されている。また、円柱体ファントム１２には、円柱体ファントム１１
と同様に、周方向に等間隔をおいて貫通孔１２Ｅが４つ形成されると共に、中央位置には
他の貫通孔１２Ｆが形成されている。なお、図６に示すように、この円柱体ファントム１
２は、外径が寸法ａをもって形成されると共に、軸方向長さは寸法ｃをもって形成されて
いる。また、嵌合凸部１２Ｃの突出寸法は寸法ｄであり、嵌合凹部１２Ｄの深さも寸法ｄ
である。また、嵌合凸部１２Ｃの外径及び嵌合凹部１２Ｄの穴径は寸法ｅである。
【００３４】
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　第３の円柱体ファントム１３は、図２及び図７に示すように、軸方向両側に軸方向に対
し垂直な端面１３Ａ，１３Ｂを有している。そして、円柱体ファントム１３の軸方向一側
の端面１３Ａには、嵌合部である断面凸形状をなす嵌合凸部１３Ｃが突設されている。こ
れに対し、円柱体ファントム１３の軸方向他側の端面１３Ｂは円形の平坦面として形成さ
れている。また、円柱体ファントム１３には、円柱体ファントム１１と同様に、周方向に
等間隔をおいて貫通孔１３Ｄが４つ形成されると共に、中央位置には他の貫通孔１３Ｅが
形成されている。なお、図７に示すように、この円柱体ファントム１３は、外径が寸法ａ
をもって形成されると共に、軸方向長さは寸法ｃをもって形成されている。また、嵌合凸
部１３Ｃの突出寸法は寸法ｄであり、嵌合凸部１３Ｃの外径は寸法ｅである。
【００３５】
　第１の円筒体ファントム２１は、図２及び図８に示すように、軸方向両側に軸方向に対
し垂直な端面２１Ａ，２１Ｂを有している。そして、円筒体ファントム２１の軸方向一側
の端面２１Ａは環状の平坦面として形成されている。これに対し、円筒体ファントム２１
の軸方向他側の端面２１Ｂには、嵌合部である筒状突起２１Ｃが形成されている。また、
円筒体ファントム２１には、周方向に等間隔をおいて、貫通孔２１Ｄが４つ形成されてい
る。なお、図８に示すように、この円筒体ファントム２１は、中空部２１Ｅの内径が寸法
ａに設定されている。従って、円筒体ファントム２１の中空部２１Ｅには外径が寸法ａで
ある円柱体ファントム１３を隙間なく挿嵌することが可能となる。また、円筒体ファント
ム２１は外径が寸法ｂに設定されると共に、軸方向長さは寸法ｃをもって形成されている
。さらに、円筒体ファントム２１の筒状突起２１Ｃは、その突出寸法が寸法fであり、外
径は寸法ｇに設定される。
【００３６】
　第２の円筒体ファントム２２は、図２及び図９に示すように、軸方向両側に軸方向に対
し垂直な端面２２Ａ，２２Ｂを有している。そして、円筒体ファントム２２の軸方向一側
の端面２２Ａには、嵌合部である段付き部２２Ｃが形成されている。これに対し、円筒体
ファントム２２の軸方向他側の端面２２Ｂには、他の嵌合部である筒状突起２２Ｄが形成
されている。また、円筒体ファントム２２には、周方向に等間隔をおいて貫通孔２２Ｅが
４つ形成されている。なお、図９に示すように、この円筒体ファントム２２は、中空部２
２Ｆの内径が寸法ａに設定されている。従って、円筒体ファントム２２内には外径が寸法
ａである円柱体ファントム１２を隙間なく挿嵌することが可能となる。また、円筒体ファ
ントム２２は、外径が寸法ｂに設定されると共に、軸方向長さは寸法ｃをもって形成され
る。また、円筒体ファントム２１の段付き部２１Ｃは、その深さが寸法fに設定されると
共に、筒状突起２２Ｄの突出寸法についても、寸法ｆに設定されている。さらに、段付き
部２２Ｃの穴径及び筒状突起２２Ｄの外径は寸法ｇに設定されている。
【００３７】
　第３の円筒体ファントム２３は、図２及び図１０に示すように、軸方向両側に軸方向に
対し垂直な端面２３Ａ，２３Ｂを有している。そして、円筒体ファントム２３の軸方向一
側の端面２３Ａには嵌合部である段付き部２３Ｃが形成されている。これに対し、円筒体
ファントム２３の軸方向他側の端面２３Ｂは、環状の平坦面として形成されている。また
、円筒体ファントム２３には、周方向に等間隔をおいて貫通孔２３Ｄが４つ形成されてい
る。なお、図１０に示すように、この円筒体ファントム２３は、中空部２３Ｅの内径が寸
法ａに設定されており、円筒体ファントム２３内には外径が寸法ａである円柱体ファント
ム１３を隙間なく挿嵌することが可能となる。また、円筒体ファントム２３は外径が寸法
ｂに設定されると共に、軸方向長さは寸法ｃをもって形成されている。さらに、円筒体フ
ァントム２３の段付き部２３Ｃは、その深さが寸法fであり、内径が寸法ｇである。
【００３８】
　次に、ファントム集合体１を用いて例えば人体の頭部へのＸ線の被ばく線量を測定する
方法を、図１及び図３を参照して説明する。まず、図３に示すように、１個の円柱体ファ
ントム１１、３個の円柱体ファントム１２，１２，１２及び１個の円柱体ファントム１３
をベッド３（図１参照）上に用意する。そして、円柱体ファントム１１の嵌合凹部１１Ｃ
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に円柱体ファントム１２の嵌合凸部１２Ｃを嵌合させ、端面１１Ｂ，１２Ａ同士を衝合さ
せる。ここで、円柱体ファントム１１の嵌合凹部１１Ｃは、深さが寸法ｄに設定されると
共に、円柱体ファントム１２の嵌合凸部１２Ｃは、突出寸法が寸法ｄに設定されるため、
円柱体ファントム１１，１２同士は、隙間なく結合される。また、これと同様に、円柱体
ファントム１２同士についても、嵌合凸部１２Ｃを嵌合凹部１２Ｄに嵌合させることによ
り、互いに隙間なく結合される。また、円柱体ファントム１２，１３同士についても、嵌
合凸部１３Ｃを嵌合凹部１２Ｄに嵌合させることにより、互いに隙間なく結合される。こ
の場合、各ファントム１１，１２，１３，２１，２２，２３に設けられた貫通孔１１Ｄ，
１１Ｅ，１２Ｅ，１２Ｆ，１３Ｄ，１３Ｅ，２１Ｄ，２２Ｅ，２３Ｄは、それぞれ結合し
たファントム１１，１２，１３，２１，２２，２３を真っ直ぐ連通することになる。
【００３９】
　次に、例えば円柱体ファントム１３に設けられた貫通孔１３Ｅに線量測定器３３を挿入
する。線量測定器３３を挿入した貫通孔１３Ｅ以外の貫通孔１１Ｄ，１１Ｅ，１２Ｅ，１
２Ｆ，１３Ｄには、スティック３１，３２を挿入し、これらの貫通孔１１Ｄ，１１Ｅ，１
２Ｅ，１２Ｆ，１３Ｄ及び貫通孔１３Ｅの一部を隙間なく埋める。この状態でＸ線ＣＴ装
置２からのＸ線を円柱体ファントム１１，１２，１２，１２，１３に照射し、人体の頭部
へのＸ線の被ばく線量を測定（推定）する。
【００４０】
　次に、ファントム集合体１を用いて人体の胴部へのＸ線の被ばく線量を測定する方法を
、図１及び図４を参照して説明する。まず、１個の円筒体ファントム２１、３個の円筒体
ファントム２２，２２，２２及び１個の円筒体ファントム２３をベッド３上に用意する。
そして、円筒体ファントム２１の筒状突起２１Ｃを円筒体ファントム２２の段付き部２２
Ｃ内に嵌合させ、端面２１Ｂ，２２Ａ同士を衝合させる。ここで、円筒体ファントム２１
の筒状突起２１Ｃは、その突出寸法が寸法ｆに設定されると共に、円筒体ファントム２２
の段付き部２２Ｃの段深さは寸法ｆに設定されるため、円筒体ファントム２１，２２同士
は、隙間なく結合される。また、これと同様に、円筒体ファントム２２同士についても、
筒状突起２２Ｄを段付き部２２Ｃに嵌合させることにより、互いに隙間なく結合される。
また、円筒体ファントム２２，２３同士についても、筒状突起２２Ｄを段付き部２３Ｃに
嵌合させることにより、互いに隙間なく結合される。
【００４１】
　次に、円柱体ファントム１１，１２，１２，１２，１３を例えば円筒体ファントム２３
の中空部２３Ｅ側から順次挿入することにより、円筒体ファントム２１，２２，２２，２
２，２３の中空部２１Ｅ，２２Ｆ，２２Ｆ，２２Ｆ，２３Ｅにそれぞれ円柱体ファントム
１１，１２，１２，１２，１３を隙間なく挿嵌する。次に、図４に示すように、例えば円
柱体ファントム１３の中心部を軸方向に貫通するように設けられた貫通孔１３Ｅに線量測
定器３３を図４に示すように挿入する。ファントム集合体１には合計９個の貫通孔１１Ｄ
，１１Ｅ，１２Ｅ，１２Ｆ，１３Ｄ，１３Ｅ，２１Ｄ，２２Ｅ，２３Ｄが設けられている
ので、線量測定器３３を挿入した貫通孔１３Ｅ以外の８個の貫通孔１１Ｄ，１２Ｅ，１３
Ｄ，２１Ｄ，２２Ｅ，２３Ｄには、スティック３１，３２をそれぞれ挿入し、これらの貫
通孔の空間部を隙間なく埋め、さらに線量測定器３３を挿入した貫通孔１３Ｅの空間部も
１１Ｅ、１２Ｆで埋めることが好ましい。ただし、線量測定器３３を貫通孔１３Ｅの中央
部に挿入する場合は、そのケーブルを取り出す側の貫通孔部はケーブルが障害となり、ス
ティック３１等の形状のスティックは挿入できないが、そこに生じる空間部の影響は線量
測定に支障ない程度なので、必ずしもスティックを挿入しなくてもよい。
【００４２】
　ここで、スティック３１は、例えば円柱体ファントム１１，１２の貫通孔１１Ｄ，１２
Ｅに跨って挿入すると共に、貫通孔１１Ｅ，１２Ｆに跨って挿入する構成としている。ま
た、これと同様に、円柱体ファントム１２，１２同士、円柱体ファントム１２，１３同士
、円筒体ファントム２１，２２同士、円筒体ファントム２２，２２同士、円筒体ファント
ム２２，２３同士についても、スティック３１が跨って挿入されている。
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【００４３】
　この状態でＸ線ＣＴ装置２からのＸ線を円柱体ファントム１１，１２，１２，１２，１
３及び円筒体ファントム２１，２２，２２，２２，２３に照射し、人体の胴部へのＸ線の
被ばく線量を測定（推定）する。
【００４４】
　従って、本実施の形態によれば、軸長が短い円柱体ファントム１１，１２，１２，１２
１３及び円筒体ファントム２１，２２，２２，２２，２３を、Ｘ線のビームの形状に合わ
せて、適宜に結合したり、切り離したりすることにより、ファントム集合体１全体の軸長
を段階的に変更することができ、Ｘ線ＣＴ装置２から照射されるビーム幅の小さなものか
ら、ビーム幅の広いコーンビームまでに亘って全てのビームの線量評価に対応することが
できる。
【００４５】
　また、ファントム集合体１全体の軸長を長く設定することにより、Ｘ線照射時には、フ
ァントム集合体１内で生じる散乱線をファントム集合体１で捕獲することができ、このよ
うな散乱線を考慮に入れた評価が可能となる。従って、Ｘ線の線量評価を正確に行うこと
ができる。
【００４６】
　さらに、ファントム集合体１を、円柱体ファントム１１，１２，１２，１２，１３及び
円筒体ファントム２１，２２，２２，２２，２３にばらばらに分解できるため、これら円
柱体ファントム１１～１３及び円筒体ファントム２１～２３の保管場所を容易に確保でき
ると共に、運搬作業を容易に行うことができる。
【００４７】
　　しかも、各円柱体ファントム１１，１２，１２，１２，１３同士を、嵌合凹部１１Ｃ
，１２Ｄを嵌合凸部１２Ｃ，１３Ｃに挿入して嵌合させる構造であること。さらに、例え
ば一方のファントム１１の嵌合凹部１１Ｃの深さｄに対し、嵌合相手のファントム１２の
嵌合凸部１２Ｃの突出寸法ｄがマイナス公差に仕上げられていて端面１１Ｂと１２Ａが密
接するようにされていることにより、例えば円柱体ファントム１１の端面１１Ｂと円柱体
ファントム１２の端面１２Ａとの間、及び円柱体ファントム１２の端面１２Ｂと円柱体フ
ァントム１３の端面１３Ａとの間からＸ線がすり抜ける量を著しく減少させることができ
、これによっても、Ｘ線の線量評価を正確に行うことができる。
【００４８】
　また、これと同様に各円筒体ファントム２１，２２，２２，２２，２３同士を嵌合させ
ることにより、例えば円筒体ファントム２１の端面２１Ｂと円筒体ファントム２２の端面
２２Ａとの間、円柱体ファントム２２の端面２２Ａと端面２２Ｂとの間、及び円筒体ファ
ントム２２の端面２２Ｂと円筒体ファントム２３の端面２３Ａとの間からＸ線がすり抜け
るようなことがなくなり、Ｘ線の線量評価を正確に行うことができる。
【００４９】
　また、前記のように各円柱体ファントム１１，１２，１２，１２，１３同士を、嵌合凹
部１１Ｃ，１２Ｄを嵌合凸部１２Ｃ，１３Ｃに挿入してしっかり結合（嵌合）させる構成
としたので、円柱体ファントム１１，１２，１２，１２，１３同士をがた付くことなく、
強固に固定することができる。また、各円筒体ファントム２１，２２，２２，２２，２３
同士は、筒状突起２１Ｃ，２２Ｄを段付き部２２Ｃ，２３Ｃに挿入してしっかり嵌合させ
ることにより、各円筒体ファントム１１，１２，１２，１２，１３同士をがた付くことな
く、強固に固定することができる。
【００５０】
　さらに、スティック３１は、円柱体ファントム１１の貫通孔１１Ｄ，１１Ｅと円柱体フ
ァントム１２の貫通孔１２Ｅ，１２Ｆに跨って挿入する構成としたので、このスティック
３１により円柱体ファントム１１，１２同士を一層強固に連結することができる。また、
これと同様に、円柱体ファントム１２，１２同士、円柱体ファントム１２，１３同士、円
筒体ファントム２１，２２同士、円筒体ファントム２２，２２同士、円筒体ファントム２
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２，２３同士についても、スティック３１を跨って挿入したことにより一層強固に固定す
ることができる。
【００５１】
　なお、本実施の形態では、円柱体ファントム１１と円柱体ファントム１２との衝合面を
段付き状に形成する構成とした場合を例に挙げて説明したが、例えば図１２に示す第１の
変形例のように、円柱体ファントム４１と円柱体ファントム４２との衝合面４３を斜めに
傾斜したテーパ面として形成してもよいし、図１３に示す第２の変形例のように、円柱体
ファントム５１と円柱体ファントム５２との衝合面５３を円錐形に形成してもよい。
【００５２】
　また、本実施の形態では、円柱体ファントム１２を３個用いる場合を例に挙げて説明し
たが、本発明はこれに限ることなく、例えばＸ線のビームの形状に合わせて４個以上にし
てもよいし、２個でもよい。また、円柱体ファントム１２を廃止して、円柱体ファントム
１１と円柱体ファントム１３を直接嵌合してもよい。
【００５３】
　さらに、本実施の形態では、円筒体ファントム２２を３個用いる場合を例に挙げて説明
したが、本発明はこれに限ることなく、例えばＸ線のビームの形状に合わせて４個以上に
してもよいし、２個でもよい。また、円筒体ファントム２２を廃止して、円筒体ファント
ム２１と円筒体ファントム２３を直接嵌合してもよい。
【００５４】
　さらに、本実施の形態では、線量測定器３３を貫通孔１３Ｅに挿入する場合を例に挙げ
て説明したが、本発明はこれに限ることなく、例えば貫通孔１３Ｅ以外の貫通孔１１Ｄ，
１１Ｅ，１２Ｅ，１２Ｆ，１３Ｄ，２１Ｄ，２２Ｅ，２３Ｄのうちのいずれか１個又は数
個に線量測定器３３を挿入してもよい。
【００５５】
　また、本実施の形態では、頭部用の円筒体ファントム２１～２３に円柱体ファントム１
１～１３を挿嵌する構成とした場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限ることな
く、円柱体ファントム１１～１３を円筒体ファントム２１～２３の外径とほぼ同一の寸法
をもって形成し、これら円柱体ファントム１１～１３を連結して胴部にみたててもよい。
【００５６】
　また、貫通孔１１Ｄ，１１Ｅ，１２Ｅ，１２Ｆ，１３Ｄ，１３Ｅ，２１Ｄ，２２Ｅ，２
３Ｄの孔径（内径寸法）は挿入する線量測定器３３の外形に合うように決められ、中空部
２１Ｅ，２２Ｆ，２３Ｅの孔径（内径寸法）ａは挿入する円柱体ファントム１１，１２，
１３の外径寸法ａに合うように決められる。また、貫通孔１１Ｄ，１１Ｅ，１２Ｅ，１２
Ｆ，１３Ｄ，１３Ｅ，２１Ｄ，２２Ｅ，２３Ｄの数は測定目的に応じて定めることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】Ｘ線ＣＴ装置及び本発明の実施の形態に係るファントム集合体を示す斜視図であ
る。
【図２】図１中のファントム集合体を示す分解斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る各円柱体ファントムを組み立てた状態で示す縦断面図
である。
【図４】本発明の実施の形態に係る各円柱体ファントム及び各円筒体ファントムを組み立
てた状態で示す縦断面図である。
【図５】図３中の第１の円柱体ファントムを単体で示す図で、（ａ）は、第１の円柱体フ
ァントムの縦断面図、（ｂ）は（ａ）の第１の円柱体ファントムを示す右側面図である。
【図６】図３中の第２の円柱体ファントムを単体で示す図で、（ａ）は、第２の円柱体フ
ァントムの縦断面図、（ｂ）は（ａ）の第２の円柱体ファントムを示す右側面図である。
【図７】図３中の第３の円柱体ファントムを単体で示す図で、（ａ）は、第３の円柱体フ
ァントムの縦断面図、（ｂ）は（ａ）の第３の円柱体ファントムを示す右側面図である。
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【図８】図４中の第１の円筒体ファントムを単体で示す図で、（ａ）は、第１の円筒体フ
ァントムの縦断面図、（ｂ）は（ａ）の第１の円筒体ファントムを示す右側面図である。
【図９】図４中の第２の円筒体ファントムを単体で示す図で、（ａ）は、第２の円筒体フ
ァントムの縦断面図、（ｂ）は（ａ）の第２の円筒体ファントムを示す右側面図である。
【図１０】図４中の第３の円筒体ファントムを単体で示す図で、（ａ）は、第３の円筒体
ファントムの縦断面図、（ｂ）は（ａ）の第３の円筒体ファントムを示す右側面図である
。
【図１１】図４中のスティックを単体で示す図で、（ａ）はスティックを示す斜視図、（
ｂ）は他のスティックを示す斜視図である。
【図１２】本発明の第１の変形例に係る各円柱体ファントムを組み立てた状態で示す縦断
面図である。
【図１３】本発明の第２の変形例に係る各円柱体ファントムを組み立てた状態で示す縦断
面図である。
【符号の説明】
【００５８】
１　　　ファントム集合体
２　　　Ｘ線ＣＴ装置
１１，４１，５１　第１の円柱体ファントム(第１ファントム)
１２，４２，５２　第２の円柱体ファントム(第１ファントム)
１３　第３の円柱体ファントム(第１ファントム)
２１　第１の円筒体ファントム(第２ファントム)
２２　第２の円筒体ファントム(第２ファントム)
２３　第３の円筒体ファントム(第２ファントム)
１１Ｃ，１２Ｄ　嵌合凹部（嵌合部）
１２Ｃ，１３Ｃ　嵌合凸部（嵌合部）
１１Ｄ，１１Ｅ，１２Ｅ，１２Ｆ，１３Ｄ，１３Ｅ，２１Ｄ，２２Ｅ，２３Ｄ　貫通孔
２１Ｃ，２２Ｄ　筒状突起（嵌合部）
２２Ｃ，２３Ｃ　切欠溝（嵌合部）
３１，３２　スティック
４３　　衝合面（嵌合部）
５３　　衝合面（嵌合部）
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